
政
令
第

号

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
た
め
の
低
炭
素
水
素
等
の
供
給
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係

手
数
料
令

内
閣
は
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
た
め
の
低
炭
素
水
素
等
の
供
給
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
三
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
た
め
の
低
炭
素
水
素
等
の
供
給
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
各
号
に
掲
げ
る
者
が
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次

の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

金

額

一

法
第
十
二
条
第
一
項
の
承
認

次
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額

を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ

ロ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

次
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
金
額

⑴

処
理
容
積
（
圧
縮
、
液
化
そ
の
他
の
方
法
で
一
日
に
処
理
す
る
こ
と
が
で



き
る
ガ
ス
の
容
積
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
千
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の

設
備

六
十
四
万
六
千
四
百
円
（
電
子
申
請
等
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し

た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

し
て
行
う
同
法
第
三
条
第
八
号
に
規
定
す
る
申
請
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
十
四
万
六
千
円
）

⑵

処
理
容
積
が
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設
備

三
十
九
万
五
千
八
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
十

九
万
五
千
三
百
円
）

⑶

処
理
容
積
が
五
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設

備

二
十
五
万
六
千
六
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二

十
五
万
六
千
百
円
）

⑷

処
理
容
積
が
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設



備

十
六
万
千
九
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
六
万

千
五
百
円
）

⑸

処
理
容
積
が
二
万
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

設
備

十
二
万
八
千
五
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十

二
万
八
千
円
）

⑹

処
理
容
積
が
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

設
備

九
万
五
千
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
九
万
四

千
六
百
円
）

⑺

処
理
容
積
が
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設
備

七
万
八
千
四
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
七
万
七
千
九

百
円
）

⑻

処
理
容
積
が
二
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設
備

六
万
千
六
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
万
千
二
百



円
）

⑼

処
理
容
積
が
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
百
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設
備

三
万
三
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
万
二
千
八

百
円
）

ロ

移
動
式
製
造
設
備
（
高
圧
低
炭
素
水
素
等
ガ
ス
（
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
高
圧
低
炭
素
水
素
等
ガ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
製
造
（
同
条
第

三
項
に
規
定
す
る
製
造
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
た
め
の
設
備
で
移
動
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
み
を
使
用

し
て
高
圧
低
炭
素
水
素
等
ガ
ス
の
製
造
を
す
る
者

次
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額

⑴

処
理
容
積
が
千
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
設
備

十
万
六
千
二
百
円
（
電

子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
万
五
千
八
百
円
）

⑵

処
理
容
積
が
五
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設



備

八
万
六
千
七
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
万
六

千
三
百
円
）

⑶

処
理
容
積
が
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設

備

六
万
八
千
九
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
万
八

千
四
百
円
）

⑷

処
理
容
積
が
五
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設

備

四
万
八
千
三
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
七

千
八
百
円
）

⑸

処
理
容
積
が
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設

備

三
万
五
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
万
円
）

⑹

処
理
容
積
が
二
万
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

設
備

二
万
三
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万

二
千
八
百
円
）



⑺

処
理
容
積
が
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

設
備

一
万
八
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
万

七
千
八
百
円
）

⑻

処
理
容
積
が
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設
備

一
万
四
千
三
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
万
三
千
九

百
円
）

⑼

処
理
容
積
が
二
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設
備

一
万
二
千
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
万
千
六
百

円
）

⑽

処
理
容
積
が
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
百
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設
備

八
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
七
千
七
百
円
）

二

法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認

次
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額

を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ

ロ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ



次
に
定
め
る
金
額

⑴

変
更
後
の
処
理
容
積
が
変
更
前
の
処
理
容
積
（
当
該
変
更
が
設
備
の
全
部

又
は
一
部
を
撤
去
し
、
当
該
撤
去
す
る
設
備
に
代
え
て
新
た
に
設
備
を
設
置

す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
撤
去
す
る
設
備
に
係
る
処
理
容

積
を
控
除
し
た
容
積
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
比
し
て
千
万
立

方
メ
ー
ト
ル
以
上
増
加
す
る
場
合

四
十
三
万
四
千
八
百
円
（
電
子
申
請
等

に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
十
三
万
四
千
三
百
円
）

⑵

変
更
後
の
処
理
容
積
が
変
更
前
の
処
理
容
積
に
比
し
て
百
万
立
方
メ
ー
ト

ル
以
上
千
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
増
加
す
る
場
合

二
十
五
万
九
千
三
百
円

（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
五
万
八
千
九
百
円
）

⑶

変
更
後
の
処
理
容
積
が
変
更
前
の
処
理
容
積
に
比
し
て
五
十
万
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
増
加
す
る
場
合

十
七
万
四
千
七
百
円

（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
七
万
四
千
三
百
円
）



⑷

変
更
後
の
処
理
容
積
が
変
更
前
の
処
理
容
積
に
比
し
て
十
万
立
方
メ
ー
ト

ル
以
上
五
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
増
加
す
る
場
合

十
万
九
千
円
（
電
子

申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
万
八
千
五
百
円
）

⑸

変
更
後
の
処
理
容
積
が
変
更
前
の
処
理
容
積
に
比
し
て
二
万
五
千
立
方

メ
ー
ト
ル
以
上
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
増
加
す
る
場
合

七
万
九
千
五
百

円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
七
万
九
千
円
）

⑹

変
更
後
の
処
理
容
積
が
変
更
前
の
処
理
容
積
に
比
し
て
五
千
立
方
メ
ー
ト

ル
以
上
二
万
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
増
加
す
る
場
合

七
万
円
（
電
子
申

請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
万
九
千
六
百
円
）

⑺

変
更
後
の
処
理
容
積
が
変
更
前
の
処
理
容
積
に
比
し
て
千
立
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
増
加
す
る
場
合

六
万
五
千
円
（
電
子
申
請

等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
万
四
千
六
百
円
）

⑻

変
更
後
の
処
理
容
積
が
変
更
前
の
処
理
容
積
に
比
し
て
二
百
立
方
メ
ー
ト



ル
以
上
千
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
増
加
す
る
場
合

四
万
二
千
二
百
円
（
電
子

申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
千
七
百
円
）

⑼

変
更
後
の
処
理
容
積
が
変
更
前
の
処
理
容
積
に
比
し
て
二
百
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満
増
加
す
る
場
合

二
万
九
千
三
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
二
万
八
千
九
百
円
）

⑽

そ
の
他
の
場
合

一
万
八
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
一
万
七
千
八
百
円
）

ロ

移
動
式
製
造
設
備
の
み
を
使
用
し
て
高
圧
低
炭
素
水
素
等
ガ
ス
の
製
造
を
す

る
者

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額

⑴

変
更
後
の
処
理
容
積
が
変
更
前
の
処
理
容
積
に
比
し
て
千
万
立
方
メ
ー
ト

ル
以
上
増
加
す
る
場
合

七
万
四
千
五
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
七
万
四
千
円
）

⑵

変
更
後
の
処
理
容
積
が
変
更
前
の
処
理
容
積
に
比
し
て
五
百
万
立
方
メ
ー



ト
ル
以
上
千
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
増
加
す
る
場
合

五
万
九
千
四
百
円

（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
万
九
千
円
）

⑶

変
更
後
の
処
理
容
積
が
変
更
前
の
処
理
容
積
に
比
し
て
百
万
立
方
メ
ー
ト

ル
以
上
五
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
増
加
す
る
場
合

四
万
八
千
八
百
円

（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
八
千
四
百
円
）

⑷

変
更
後
の
処
理
容
積
が
変
更
前
の
処
理
容
積
に
比
し
て
五
十
万
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
増
加
す
る
場
合

三
万
三
千
二
百
円

（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
万
二
千
八
百
円
）

⑸

変
更
後
の
処
理
容
積
が
変
更
前
の
処
理
容
積
に
比
し
て
十
万
立
方
メ
ー
ト

ル
以
上
五
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
増
加
す
る
場
合

一
万
九
千
三
百
円

（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
万
八
千
九
百
円
）

⑹

変
更
後
の
処
理
容
積
が
変
更
前
の
処
理
容
積
に
比
し
て
二
万
五
千
立
方

メ
ー
ト
ル
以
上
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
増
加
す
る
場
合

一
万
五
千
四
百



円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
万
五
千
円
）

⑺

変
更
後
の
処
理
容
積
が
変
更
前
の
処
理
容
積
に
比
し
て
五
千
立
方
メ
ー
ト

ル
以
上
二
万
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
増
加
す
る
場
合

一
万
三
千
二
百
円

（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
万
二
千
八
百
円
）

⑻

変
更
後
の
処
理
容
積
が
変
更
前
の
処
理
容
積
に
比
し
て
千
立
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
増
加
す
る
場
合

九
千
九
百
円
（
電
子
申
請

等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
九
千
四
百
円
）

⑼

変
更
後
の
処
理
容
積
が
変
更
前
の
処
理
容
積
に
比
し
て
二
百
立
方
メ
ー
ト

ル
以
上
千
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
増
加
す
る
場
合

八
千
七
百
円
（
電
子
申
請

等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
千
三
百
円
）

⑽

変
更
後
の
処
理
容
積
が
変
更
前
の
処
理
容
積
に
比
し
て
二
百
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満
増
加
す
る
場
合

五
千
四
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
五
千
円
）



⑾

そ
の
他
の
場
合

三
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
二
千
七
百
円
）

三

法
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い

一
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
及
び
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
手
数
料

て
準
用
す
る
高
圧
ガ
ス
保
安
法

の
金
額
の
四
分
の
三
に
相
当
す
る
金
額
（
そ
の
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額
）

四
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
完

成
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

四

法
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い

二
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
及
び
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
手
数
料

て
準
用
す
る
高
圧
ガ
ス
保
安
法

の
金
額
の
四
分
の
三
に
相
当
す
る
金
額
（
そ
の
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

第
二
十
条
第
三
項
の
完
成
検
査

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額
）

を
受
け
よ
う
と
す
る
者

五

法
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い

次
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額

て
準
用
す
る
高
圧
ガ
ス
保
安
法

イ

ロ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

次
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ



第
三
十
五
条
第
一
項
の
保
安
検

次
に
定
め
る
金
額

査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

⑴

処
理
容
積
が
千
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
設
備

九
十
四
万
六
千
四
百
円

（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
九
十
四
万
五
千
九
百
円
）

⑵

処
理
容
積
が
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設
備

五
十
九
万
七
千
八
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
十

九
万
七
千
四
百
円
）

⑶

処
理
容
積
が
五
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設

備

四
十
二
万
六
千
三
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四

十
二
万
五
千
八
百
円
）

⑷

処
理
容
積
が
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設

備

二
十
七
万
八
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
七

万
四
百
円
）

⑸

処
理
容
積
が
二
万
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の



設
備

二
十
三
万
三
千
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十

三
万
二
千
六
百
円
）

⑹

処
理
容
積
が
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

設
備

二
十
一
万
九
千
六
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

二
十
一
万
九
千
百
円
）

⑺

処
理
容
積
が
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設
備

十
六
万
九
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
六
万
四
百

円
）

⑻

処
理
容
積
が
二
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設
備

十
四
万
二
千
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
万
千
六
百

円
）

⑼

処
理
容
積
が
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
百
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設
備

七
万
五
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
七
万
四
千
八



百
円
）

ロ

移
動
式
製
造
設
備
の
み
を
使
用
し
て
高
圧
低
炭
素
水
素
等
ガ
ス
の
製
造
を
す

る
者

次
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額

⑴

処
理
容
積
が
千
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
設
備

二
十
一
万
九
千
五
百
円

（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
一
万
九
千
円
）

⑵

処
理
容
積
が
五
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設

備

十
六
万
六
千
三
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
六

万
五
千
八
百
円
）

⑶

処
理
容
積
が
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設

備

十
四
万
七
千
三
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四

万
六
千
九
百
円
）

⑷

処
理
容
積
が
五
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設

備

十
二
万
六
千
八
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
二



万
六
千
四
百
円
）

⑸

処
理
容
積
が
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設

備

七
万
二
千
五
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
七
万
二

千
百
円
）

⑹

処
理
容
積
が
二
万
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

設
備

六
万
千
八
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
万
千

三
百
円
）

⑺

処
理
容
積
が
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

設
備

五
万
八
千
五
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
万

八
千
百
円
）

⑻

処
理
容
積
が
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設
備

五
万
五
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
万
四
千
八

百
円
）



⑼

処
理
容
積
が
二
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設
備

五
万
千
五
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
万
千
円
）

⑽

処
理
容
積
が
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
百
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
設
備

四
万
七
千
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
六
千
七
百

円
）

六

法
第
十
七
条
第
一
項
の
承
認

二
万
八
千
二
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
七
千
八
百

を
受
け
よ
う
と
す
る
者

円
）

七

法
第
十
九
条
第
一
項
の
承
認

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額

を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ

変
更
後
の
貯
蔵
容
積
が
変
更
前
の
貯
蔵
容
積
に
比
し
て
増
加
す
る
場
合

一

万
四
千
九
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
万
四
千
四
百

円
）

ロ

そ
の
他
の
場
合

一
万
千
五
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
一
万
千
百
円
）



八

法
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準

二
万
千
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
八
百
円
）

用
す
る
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
二

十
条
第
一
項
の
完
成
検
査
を
受

け
よ
う
と
す
る
者

九

法
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準

七
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
手
数
料
の
金
額

用
す
る
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
二

の
四
分
の
三
に
相
当
す
る
金
額
（
そ
の
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

十
条
第
三
項
の
完
成
検
査
を
受

は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額
）

け
よ
う
と
す
る
者

十

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
認

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額

定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ

容
積
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
（
液
化
ガ
ス
に
あ
っ
て
は
、
質
量
十
ト
ン
以

上
）
の
高
圧
低
炭
素
水
素
等
ガ
ス
を
輸
入
し
た
場
合

六
万
七
千
四
百
円
（
電

子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
万
七
千
円
）

ロ

容
積
三
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
（
液
化
ガ
ス
に
あ
っ



て
は
、
質
量
三
ト
ン
以
上
十
ト
ン
未
満
）
の
高
圧
低
炭
素
水
素
等
ガ
ス
を
輸
入

し
た
場
合

六
万
千
九
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
万

千
五
百
円
）

ハ

容
積
三
百
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
（
液
化
ガ
ス
に
あ
っ
て
は
、
質
量
三
ト
ン
未

満
）
の
高
圧
低
炭
素
水
素
等
ガ
ス
を
輸
入
し
た
場
合

五
万
三
千
二
百
円
（
電

子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
万
二
千
八
百
円
）

附

則

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
十
月
二
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
た
め
の
低
炭
素
水
素
等
の
供
給
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
い
、
高
圧
低
炭
素
水
素
等
ガ
ス
の
製
造
の
承
認
等
に
係
る
手
数
料
の
額
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


